
個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称 安全運転管理者等の届出書ファイル

行政機関等の名称 群馬県警察本部長

個人情報ファイルが利用に供さ 交通部交通企画課

れる事務をつかさどる組織の名

称

個人情報ファイルの利用目的 安全運転管理者等の届出書の管理の適正化及び効率化に資する

ために利用する。

記録項目 １届出年月日、２届出者（使用者）の氏名、住所、電話番号及び

ＦＡＸ又は法人の名称及び代表者の氏名、住所、電話番号及びＦ

ＡＸ、３選任年月日、４安全運転管理者氏名、５副安全運転管理

者氏名、６安全運転管理者生年月日、７副安全運転管理者生年月

日、８運転の管理経験、９職務上の地位、１０使用の本拠名称、

１１使用の本拠位置、１２使用の本拠業種別、１３安全運転管理

者の免許内容、１４副安全運転管理者の免許内容、１５安全運転

管理者の勤務態様、１６副安全運転管理者の勤務態様、１７安全

運転管理者の略歴、１８副安全運転管理者の略歴、１９使用の本

拠地における自動車台数・運転者数、２０前安全運転管理者、２

１前副安全運転管理者

記録範囲 現に安全運転管理者等の選任を受けている者、安全運転管理者等

を解任された者

記録情報の収集方法 安全運転管理者に関する届出書、副安全運転管理者に関する届出

書、運転の管理に関する経歴証明書、公的身分証明書の複写又は

戸籍抄本又は住民票の写し、運転記録証明書

要配慮個人情報が含まれるとき □含む ■含まない

は、その旨

記録情報の経常的提供先 －

開示請求等を受理する組織の名 （名 称）群馬県警察本部警務部広報広聴課

称及び所在地 （所在地）〒３７１－８５７０

群馬県前橋市大手町１－１－１

訂正及び利用停止に関する他の

法律又はこれに基づく命令の規

定による特別の手続等

個人情報ファイルの種別 ■法第６０条第２項第１号 □法第６０条第２項第２号

（電算処理ファイル） （マニュアル処理ファイル）

政令第２１条第７項に該当する

ファイル



□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案 ■該当 □非該当

の募集をする個人情報ファイル

である旨

行政機関等匿名加工情報の提案 （名 称）群馬県警察本部警務部広報広聴課

を受ける組織の名称及び所在地 （所在地）〒３７１－８５７０

群馬県前橋市大手町１－１－１

行政機関等匿名加工情報の概要 －

作成された行政機関等匿名加工 －

情報に関する提案を受ける組織

の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加工 －

情報に関する提案をすることが

できる期間

備 考


